
独自区域検討資料 
 都市計画図重ね 土地利用現況図重ね 上位計画・現況・方向性等 

独自指定区域１ 

【名称】 

居住環境保全区域 

（フラワーヒル・ 
ネオポリス地区） 

約 27.6ha 

【指定理由】 

○地区計画等 

  

【都市計画】 
○市街化調整区域 
○用途地域指定なし 
【土地利用状況】 
○開発行為により都市基盤が整備され
た良好な住宅地 

【指定理由】 
○旧宅地造成等規制法により建設され
た住宅団地であり、造成後に市街化
調整区域に指定された。 
現在は良好な住宅地の保全を目的と
して、ネオポリス地区においては本
市の街づくり条例に基づく街づくり
協定、所沢フラワーヒル地区におい
ては建築協定（地区計画への移行を
めざしている）が定められているた
め。 

独自指定区域２ 

【名称】 

居住環境保全区域 

（所沢ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ地区） 

約 7.0ha 

【指定理由】 

○地区計画 

  

【都市計画】 
○市街化調整区域 
○用途地域指定なし 
【土地利用状況】 
○開発行為により都市基盤が整備され
た良好な住宅地 

【指定理由】 
○旧宅地造成等規制法により建設され
た住宅団地であり、造成後に市街化
調整区域に指定された。 
現在は良好な住宅地の保全を目的と
して、地区計画が定められているた
め。 

資料６ 



独自指定区域３ 

【名称】 

居住環境保全区域 

（東所沢ｻﾆｰﾀｳﾝ地区） 

約 2.0ha 

【指定理由】 

○地区計画 

  

【都市計画】 
○市街化調整区域 
○用途地域指定なし 
【土地利用状況】 
○開発行為により都市基盤が整備され
た良好な住宅地 

【指定理由】 
○旧宅地造成等規制法により建設され
た住宅団地であり、造成後に市街化
調整区域に指定された。 
現在は良好な住宅地の保全を目的と
して、地区計画が定められているた
め。 

独自指定区域４ 

【名称】 

（仮称） 
ポップカルチャー 

拠点区域 

（ところざわサクラタウン 
周辺地区） 

約 8.5ha 

【指定理由】 

○国内でも数少ない施設  

  【都市計画】 
○市街化区域 
○準工業地域 
○近隣公園 
【土地利用状況】 
○公園 
○工場用地、複合施設、し尿処理場、商
業施設（工場跡地）ほか 

【指定理由】 
○ところざわサクラタウンは、国内で
も数少ない特徴のある施設で本市が
有する需要な観光・文化発信拠点施
設であるため。 

 


